
告 示

�愛媛県告示第４２７号
不当景品類及び不当表示防止法に基づく立入検査等従事職員の身分証明書（昭和４７年１２月愛媛県告示第１１７３号）の一部を次のように改正

し、告示の日から施行する。

平成２２年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）第９条

第３項の規定に基づく立入検査等に従事する職員の身分を示す証明

書は、次のとおりとする。

（表）

不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）第９条

第２項の規定に基づく立入検査等に従事する職員の身分を示す証明

書は、次のとおりとする。

（表）

省略

上記の者は、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３

７年法律第１３４号）第９条第２項の規定により、立入検

査又は質問をする職員であることを証明する。

省略

省

略

省略

上記の者は、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３

７年法律第１３４号）第９条第１項の規定により、立入検

査又は質問をする職員であることを証明する。

省略

省

略

省略

（裏）

省略

（裏）

省略

（報告の徴収及び立入検査等）

第９条 省略

２ 都道府県知事は、第７条の規定による指示又は前条

第１項の規定による請求を行うため必要があると認めると

きは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係

のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさ

せ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はそ

の職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して

関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う

場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させることができる。

３ 前２項の規定により立入検査 をする職員は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければな

らない。

省略

（報告の徴収及び立入検査等）

第９条 都道府県知事は、第７条の規定による指示又は前条

第１項の規定による請求を行うため必要があると認めると

きは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係

のある事業者に対し景品類若しくは表示に関する報告をさ

せ 、又はそ

の職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して

関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う

場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させることができる。

２ 前項 の規定により立入検査又は質問をする職員は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければな

らない。

発 行 愛 媛 県
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公 告

�公 告

平成２２年度において県が発注する建設工事に係る競争入札又は随

意契約の見積り（以下「競争入札等」という。）に加わろうとする

者に必要な資格（以下「資格」という。）並びにその審査の申請

（以下「申請」という。）の時期及び方法等は、次のとおりである。

なお、既に平成２２年度の建設工事に係る資格を有する者について

は、この公告に基づく手続きは、要しない。

平成２２年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 工事種別

� 土木一式工事

� 建築一式工事

４ 第１項又は第２項の規定による権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解釈してはならない。

（罰則）

第１７条 第９条第２項の規定による報告若しくは物件の提出

をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出を

し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をした者は、５０万円以下の罰金に

処する。

第１８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し

て、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に

定める罰金刑を科する。

� 省略

� 第１６条又は前条 各本条の罰金刑

２ 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その

他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、次の各号

に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その団体に対しても、当該各号に定める罰金刑を科す

る。

� 省略

� 第１６条又は前条 各本条の罰金刑

３ 省略

３ 第１項 の規定による権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解釈してはならない。

（罰則）

第１６条 第９条第１項の規定による報告

をせず、若しくは虚偽の報告 を

し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌

避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の答弁をした者は、５０万円以下の罰金に

処する。

第１８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し

て、第１５条又は第１６条 の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の

罰金刑を科する。

２ 法人でない団体の代表者、管理人、代理人、使用人その

他の従業者がその団体の業務又は財産に関して、第１５条又

は第１６条 の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その団体に対しても、各本条の 罰金刑を科す

る。

３ 省略

�愛媛県告示第４２８号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５５条の規定により、次のとおり地方卸売市場の開設を許可した。

平成２２年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２９号
卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の規定により、次のとおり地方卸売市場における卸売の業務の許可をした。

平成２２年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許可年月日 開設者の氏名又は名称
地 方 卸 売 市 場 取 扱 品 目

所 在 地 名 称 の 部 類

花き第３号 平成２２年４月１日 松山市 松山市久万ノ台３４８番地１ 松山市公設花き地方卸売市場 花き部

許 可 番 号 許可年月日
卸 売 業 者 卸売の業務を行う地方

卸売市場の名称
取 扱 品 目

住所又は所在地 氏 名 又 は 名 称 の 部 類

花き第８号 平成２２年４月１日 松山市久万ノ台３４８番地１ 愛媛中央花き農業協同組合 松山市公設花き地方卸売市場 花き部

愛 媛 県 報平成２２年４月１日 第２１５３号外５

２



� 大工工事

� 左官工事

� とび・土工・コンクリート工事

� 石工事

� 屋根工事

� 電気工事

� 管工事

� タイル・れんが・ブロック工事

	 鋼構造物工事


 鉄筋工事

� 舗装工事

� しゅんせつ工事

 板金工事

� ガラス工事

� 塗装工事

� 防水工事

� 内装仕上工事

� 機械器具設置工事

� 熱絶縁工事

� 電気通信工事

� 造園工事

� さく井工事

� 建具工事

� 水道施設工事

� 消防施設工事

� 清掃施設工事

２ 建設工事に係る競争入札等に加わることができない者

� 当該競争入札等に係る契約を締結する能力を有しない者及び

破産者で復権を得ない者

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２

項（同令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）

の規定により県の入札に参加させないこととされている者

３ 資格

� 競争入札等に加わることができる者は、次のいずれかに該当

する者とする。

ア 愛媛県建設工事請負業者選定要領（昭和３９年７月愛媛県告

示第６０７号。以下「業者選定要領」という。）第２条の規定

による等級別格付け（以下「格付け」という。）をされた者

イ 愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年１１月愛

媛県告示第１２７５号。以下「共同企業体要綱」という。）第１２

条第２項において例によることとされる業者選定要領の規定

による格付けをされた経常建設共同企業体

ウ 共同企業体要綱第５条から第９条までに定める資格要件を

満たすものとして、共同企業体要綱第１１条第２項の通知を受

けた特定建設工事共同企業体（特定建設工事共同企業体が加

わることができる競争入札等の場合に限る。）

� �の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、資格
を有しないものとする。

ア 営業に必要な許可、認可等を得ていない者

イ 資格審査を申請する日前２年間において、振り出した手形

又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されている

者

４ 申請の時期

新たに資格の審査を受けようとする者の申請は、執務時間中

（午前８時３０分から午後５時１５分まで）において、随時受け付け

る。ただし、特定建設工事共同企業体に係る申請は、共同企業体

要綱第１０条の規定による特定建設工事共同企業体による競争入札

の公告の日以後に受け付ける。

５ 申請書類の請求先、提出先及び提出方法

� 請求先

県のホームページのえひめの土木

（http：／／www．pref．ehime．jp／０７０doboku／０２０gijutsukikak／０００

０５７３９０４１１２４／index．htm）からダウンロードするか、又は別表

の提出先に請求する。

� 提出先及び提出方法

別表の提出先に持参して提出するものとする。

� �及び�の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体に係
る申請書類の請求先及び提出先は、共同企業体要綱第１０条の規

定による特定建設工事共同企業体による競争入札の公告に定め

るところによる。

６ 申請書類の作成に用いる言語及び通貨

� 申請書類の作成に用いる言語は、原則として、日本語とする

こと。

� 申請書類のうち、外国語で記載したものは、日本語の訳文を

付記し、又は添付すること。

� 申請書類の金額欄については、外国の通貨単位によらず、出

納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する

外国貨幣換算率により日本国通貨に換算して記載すること。

７ 特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとする者の取扱い

� 特定調達契約（愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特

例を定める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）第１条に規定す

る特定調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札等に加わ

ろうとする者は、申請書類を提出する際に、特定調達契約に係

る競争入札等参加表明書（様式第１号。以下「参加表明書」と

いう。）を提出すること。ただし、申請書類を提出した後にお

いて、特定調達契約に係る競争入札等に加わろうとするときは、

随時、参加表明書のみを提出すること。

� 参加表明書を提出した者には、資格の審査結果を特定調達契

約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書（様式第２号）に

より通知する。

８ 資格の効力

資格は、平成２２年度の建設工事に係る競争入札等について効力

を有する。ただし、特定建設工事共同企業体に係る資格は、当該

特定建設工事共同企業体を結成して加わろうとする競争入札等に

ついて効力を有する。

９ 平成２３年度及び平成２４年度の資格審査

平成２３年度及び平成２４年度の建設工事に係る競争入札等に加わ

ろうとする者の資格については、平成２２年１０月に公示を行う予定

であるので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。

１０ 問い合わせ先

愛媛県土木部管理局土木管理課建設業係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２６４４

愛 媛 県 報平成２２年４月１日 第２１５３号外５
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別表（５関係）

申 請 書 類 の 提 出 先 申 請 者 の 所 在 地

愛媛県土木部管理局土木管理課
〒７９０－８５７０
松山市一番町四丁目４番地２
電話番号 ０８９－９１２－２６４４

県外及び測量・建設コンサル
タント等

愛媛県東予地方局四国中央土木事務所用地管理課
〒７９９－０４０４
四国中央市三島宮川四丁目６番５３号
電話番号 ０８９６－２４－４４５５（内線２５５）

四国中央市

愛媛県東予地方局建設部管理課
〒７９３－００４２
西条市喜多川７９６番地１
電話番号 ０８９７－５６－１３００（内線４０７）

新居浜市及び西条市

愛媛県東予地方局今治土木事務所管理課
〒７９４－８５０２
今治市旭町一丁目４番地９
電話番号 ０８９８－２３－２５００（内線２６２）

今治市及び越智郡

愛媛県中予地方局建設部管理課
〒７９０－８５０２
松山市北持田町１３２番地
電話番号 ０８９－９４１－１１１１（内線４１７）

松山市、伊予市、東温市及び
伊予郡

愛媛県中予地方局久万高原土木事務所用地管理課
〒７９１－１２０１
上浮穴郡久万高原町久万５７１番地１
電話番号 ０８９２－２１－１２１０（内線４１５）

上浮穴郡

愛媛県南予地方局大洲土木事務所事業管理課
〒７９５－８５０４
大洲市田口甲４２５番地１
電話番号 ０８９３－２４－５１２１（内線３０４）

大洲市及び喜多郡

愛媛県南予地方局八幡浜土木事務所管理課
〒７９６－００４８
八幡浜市北浜一丁目３番３７号
電話番号 ０８９４－２２－４１１１（内線４０６）

八幡浜市及び西宇和郡

愛媛県南予地方局西予土木事務所事業管理課
〒７９７－００１５
西予市宇和町卯之町四丁目４４５番地
電話番号 ０８９４－６２－１３３１（内線２８３）

西予市

愛媛県南予地方局建設部管理課
〒７９８－８５１１
宇和島市天神町７番１号
電話番号 ０８９５－２２－５２１１（内線４０７）

宇和島市及び北宇和郡

愛媛県南予地方局愛南土木事務所用地管理課
〒７９８－４１９４
南宇和郡愛南町御荘平城３０４８
電話番号 ０８９５－７２－１１４５（内線２３３）

南宇和郡

愛 媛 県 報平成２２年４月１日 第２１５３号外５
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様式第１号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加表明書

特定調達契約に係る競争入札等参加表明書

年 月 日

愛媛県知事 様

郵便番号 □□□―□□□□

主たる営業所の所在地

商号又は名称

代表者又は個人の氏名 �

電話 （ ） － 番

参加を希望する工事種別

愛 媛 県 報平成２２年４月１日 第２１５３号外５
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様式第２号（７関係） 特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書

特定調達契約に係る競争入札等参加資格審査結果通知書

第 号

年 月 日

商号又は名称

代表者又は個人の氏名 様

愛媛県知事 �

１ 資格の有無

工 事 種 別 資 格 の 有 無

２ 有効期間 年 月 日から 年 月 日まで

愛 媛 県 報平成２２年４月１日 第２１５３号外５
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雑 報

��������������

�愛媛海区漁業調整委員会指示第８１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるかご漁業（つつ、つぼ漁業を含み、

無動力漁船を除く。以下同じ。）について、次のとおり指示する。

平成２２年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 前 田 健 二

１ 操業の制限

当該海域において、かご漁業を操業しようとする者は、使用す

る漁船ごとに別に定める取扱要領により愛媛海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けなければならない。

ただし、試験研究又は実習等を目的としたもので委員会に届出

したものは、この限りではない。

２ 承認対象漁船

承認の対象となる漁船は、総トン数５トン未満の動力漁船とす

る。

３ 操業区域

操業を承認する区域は、共同漁業権漁場区域内とする。

４ 承認の備え付け等の義務

承認をうけた者は、操業の際は、承認証を当該漁船に備え付け

るとともに別に定める標識を船橋両側面に表示しなければならな

い。

５ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２２年４月１日から平成２４年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第８２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

次のとおり指示する。

平成２２年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 前 田 健 二

１ 指示の内容

� 真珠母貝養殖いかだの吊りかごの間隔は、８０センチメートル

以上とし、１吊り当たりのかご数は、１かごでなければならな

い。

� 真珠養殖いかだの吊りかごの間隔は、１メートル以上とし、

１吊り当たりのかご数は、１かごでなければならない。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２２年４月１日から平成２４年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第８３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるさわら流し網漁業及びさごし、め

じか流し網漁業について、次のとおり指示する。

平成２２年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 前 田 健 二

１ 指示の内容

� さわら流し網漁業については、５月１日から５月３１日までの

間操業を禁止する。

� さごし、めじか流し網漁業については、８月１日から９月３０

日までの間操業を禁止する。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１

日までとする。

�������
�愛媛海区漁業調整委員会指示第８４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

次のとおり指示する。

平成２２年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 前 田 健 二

１ 指示の内容

伊共第１０３号第２種共同漁業権漁場（通称「ほぼろ瀬」漁場、

大洲市と八幡浜市の最大高潮時海岸線における境界から山口県八

島洲崎見通し２，０００メートルの点を中心に半径５４０メートル以内の

区域）においては、１月１５日から２月２８日までの間、マコガレイ

を採捕してはならない。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２２年４月１日から平成２３年３月３１

日までとする。

�愛媛海区漁業調整委員会指示第８５号
漁業法第６７条第１項の規定に基づく指示（平成２１年愛媛海区漁業調整委員会指示第７７号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行

する。

平成２２年４月１日

愛媛海区漁業調整委員会会長 前 田 健 二

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

２ 指示の有効期間

平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

２ 指示の有効期間

平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで

愛 媛 県 報平成２２年４月１日 第２１５３号外５
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�愛媛県内水面漁場管理委員会指示第６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項及び第１３０条第４項

の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。）

に関する持ち出しの制限、放流等の制限及び遺棄の禁止について、

次のとおり指示する。

平成２２年４月１日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 那 須 熊 市

１ 指示の内容

� 持ち出しの制限

県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面（以下

「公共用水面等」という。）において、コイがコイヘルペスウ

イルス病にかかり又はかかっている疑いがあると愛媛県知事が

認めた場合は、愛媛県知事が範囲を定め、公表する水域のコイ

を持ち出してはならない。ただし、公的機関が試験研究又は検

査に供する場合は、この限りでない。

� 放流等の制限

県内の公共用水面等へのコイの放流は、放流用のコイが次に

掲げる要件のすべてに該当する場合以外は、してはならない。

ただし、採捕したコイを採捕した公共用水面等へ再放流する場

合はこの限りでない。

ア コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するもので

ないこと。

イ コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するコイと

水を介しての接点がないこと。

ウ ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）検査で陰性が確認された

コイ群であること。

� 遺棄の禁止

生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはなら

ない。

� �の指示は、焼却等の処分をするコイについては、適用しな
い。

２ 指示の期間

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで

平成２２年４月１日 発行
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